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第２５期 国立市社会教育委員の会（第１２回定例会）会議要旨 
令和６年４月２２日（月） 

［参加者］小菅、寺澤、加藤、矢野、桒畑、根岸、谷口、生島、中田 
 
［事務局］井田、楠本、高橋 
 
 
生島議長 では、大森委員は後ほど来られると思いますので、時間になりましたので、

始めさせていただきます。第２５期国立市社会教育委員の会第１２回定例会を
開会いたします。 
 本日は御欠席の連絡はいただいていないということでございます。定足数に
達しておりますので、本日の会議を始めたいと思います。 
 それでは、本日の配付資料について、事務局から御説明をお願いいたします。 
 

事務局 事務局です。まず、次第のほうの山を御確認ください。次第の次が資料１と
なりまして、こちらは新しい委員名簿となります。後ほど御紹介させていただ
きますが、４月１日付で委員の入替えがございましたので、おつけしておりま
す。 
 続きまして、資料２ですが、こちらは矢野委員から御提出いただいた「国立
市生涯学習振興・推進計画中間評価（案）に関する意見」です。それに伴いま
して、前回の定例会で配付させていただきましたが、資料３として「国立市生
涯学習振興・推進計画中間評価（案）について」を参考におつけしております。 
 その次が、資料４「国立市の生涯学習・社会教育分野におけるＩＣＴ活用に
よる学習機会充実の可能性について」です。 
 その次が、右上に資料番号をつけておりませんが、資料５「第２回ブロック
研修会の企画について（案）」ということで、Ａ４、１枚ものです。 
 資料６として、社会教育委員の会の今後のスケジュール表を案としておつけ

しています。 
 続きまして、議事録のほうの山を御覧ください。こちらは前回の議事録にな
りまして、特に修正等なければ、市のホームページのほうに掲載いたします。 
 その次が、「公民館だより」、「図書室月報」、「いんふぉめーしょん」、「オアシ
ス」をつけております。 
 こちら次第のほうに資料として掲載はございませんが、東京都教育長より提
供いただいた冊子をおつけしております。こちらは第１２期東京都生涯学習審
議会から東京都教育委員会に対して、「地域社会と共にある都立学校について」
建議されたものをおつけしております。こちらは参考資料として委員の皆様に
配付させていただきました。 
 最後に、４月２０日に行われました都市社連協の定期総会の資料を欠席され
た委員の方には机上配付させていただいております。 

 資料に関しては以上になります。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 では、今し方、事務局から御説明がありましたけれども、委員の構成と加え
て、事務局の体制にも変更がございましたので、まず、事務所のほうから御紹
介をお願いいたします。 
 

事務局 では、まず、資料１を御覧ください。後ほど御挨拶を頂戴したいと思います
けれども、国立市小中学校校長会の役割の変更に伴いまして、山口委員に替わ
りまして、小菅和子委員が新たに委員に就かれました。小菅委員は、国立市立
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小中学校校長会より推薦していただき、４月１日付で国立市教育委員会より委
嘱いたしましたので、御報告をさせていただきます。 

 それに加えまして、人事異動に伴いまして事務局の体制に変更がございまし
た。係長でおりました土方でございますが、南部地域まちづくり課へ異動とな
り、後任として楠本が着任いたしましたので、紹介をさせていただきます。 
 

事務局 土方の後任で社会教育・文化芸術係係長として参りました楠本と申します。
どうぞ皆様よろしくお願いいたします。 
 

生島議長 よろしくお願いいたします。 
 事務局よりお話がありましたけれども、本日の会議より小菅委員に社会教育
委員の会に加わっていただくことになりました。議題に入る前に、委員の構成
も変わりましたので、まず、大変恐縮なんですけれども、小菅委員より御挨拶
を頂戴いたしたいと思います。その後、皆さんにも自己紹介をお願いできれば

と思います。 
 では、小菅委員、お願いいたします。 
 

小菅委員 皆様、初めまして。こんばんは。国立第六小学校校長の小菅和子です。今
年で国立六小に着任して６年目を迎えます。幼少期、卒園が富士見台幼稚園、
入学が第五小学校で、その後、国分寺のほうに転居いたしましたが、縁あって
国立の校長となったことは何かあるかなというふうに思って、日々奮闘してお
るところです。 
 小学校時代は国分寺でスポーツ少年団というものに入っておりました。当時
あったんですね。どこの市区町村にも。そして、１０年間ほど、選手やあとは
育成のためのコーチのようなまねごとをし、国分寺のほうでは大変社会教育の
ほうでもお世話になりまして、最終的には、体育指導員ですか、させていただ
いたりして青春時代を過ごした思い出がございます。 

 その後は学校教育のほうにずっと従事しておりますので、もう３０年ほど学
校教育で、モチベーションがない子にどうやって勉強させるかというところに
専念をしているわけですが、当時を振り返ると、社会教育よさは、やりたいな
と思っている子が選んで来るというよさがあって、その子たちがより充実した
スポーツならスポーツをやるにはどうしたらいいかなというのを若いながら
に考えて日々過ごしていたことを急に思い出しました。 
 今回、このように社会教育委員としてなりましたが、小学校、中学校を代表
しまして何か皆様のお役に立てるような職務が遂行できればと思っておりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

生島議長 よろしくお願いいたします。 
 では、小菅委員も初めてですので、皆さん方からも少し自己紹介をいただけ

ればと思いますが。この流れで、すみません、寺澤委員、お願いいたします。 
 

寺澤委員 一言でいいですか。 
 

生島議長 一言で。はい。 
 

寺澤委員 ＮＨＫ学園高等学校の寺澤と申します。学校の中では、教科としては数学
です。地域連携を今は担当しておりますので、地域の皆様とつながりながら、
いろいろな生徒の育ちを育てていきたいと思っています。よろしくお願いしま
す。 
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生島議長 お願いします。 
 

加藤委員 国立市図書館協議会から参りました加藤健介と申します。本業は、合同会
社三画舎という名前のまちづくり関係のコンサルタントの業務をやっており
ます。また、国立の中でいくと、国立本店というスペースの運営ですとか、あ
とは、お店なんですけれども、みんなのコンビニという、みんなで動かすコン
ビニというようものをやっていたりとかということで、町の入り口づくりとい
うのを町の中で展開していくという部分をベースに活動しております。よろし
くお願いいたします。 
 

生島議長 お願いいたします。 
 

桒畑委員 国立体育協会から選出されました桒畑と申します。今、小菅委員のお話を
お聞きしまして、私は今、隣の第五小学校の学校評価委員をやっていまして、

子供たち２人とも第五小学校のＯＢで、今現在、私の本籍は五小育成会のソフ
トボールの活動の指導、責任者をやっています。何かとソフトボールのほうで
もお世話になるかと思いますので、よろしくお願いします。 
 

谷口委員 国立市の民生児童委員のほうから来ております谷口素世子と申します。よ
ろしくお願いいたします。民生委員をすると、社会教育というよりはもっと福
祉に近いようなことを日々やっておりますけれども、いろいろな情報とかお話
を聞いていてとても参考になることが多いので、勉強させていただいておりま
す。よろしくお願いいたします。 
 

根岸委員 国立市青少年育成地区委員会委員長会から来ています根岸と申します。私
は三小地区の育成会の委員長をやっていまして、いろいろこれから協力してや
ることがあると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 
中田委員 一橋大学の中田と申します。随分前なんですが、第１７期でしょうか、に

一度、この社会教育委員に参画していたので、今回が２度目ということになり
ます。よろしくお願いします。 
 

矢野副議長 公民館運営審議会からの推薦で出ております矢野と申します。よろしく
お願いいたします。 
 

生島議長 この会の議長を務めております、所属は帝京大学で社会教育・生涯学習を
担当しています生島と申します。よろしくお願いいたします。 
 ありがとうございました。そうしましたら、今後とも、どうぞよろしくお願
いいたします。引き続き、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、次第２、国立市生涯学習振興・推進計画における中間評価につ
いてです。事務局から御説明をお願いいたします。 
 

事務局 中間評価ですけれども、先月の会議の中で、基本目標については、今後の方
向性（案）の欄のところ、個別事業につきましては、（８）の中間評価を踏まえ
た今後に向けた提案の案のところに追加したりですとか修正していく内容を
ということで、事前にペーパーでお出しいただくか本日御発言いただきたいと
いうところでお話をさせていただきました。 
 その中で、資料２といたしまして、矢野副議長から意見をいただいたところ
でございます。まず、矢野副議長から御説明いただくところから進めていただ
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ければと考えております。 
 

生島議長 矢野副議長、お願いいたします。 
 

矢野副議長 ざっと読んで気づいたところを書かせいただいたんですけれども、基本
目標１につきましては、「登録の周知徹底」を「登録方法を改善して周知徹底」
というふうに文言の修正を意見として書かせていただきました。理由としまし
て、担当課のホームページなどにイベントを掲載した上で、イベントカレンダ
ーにも再度掲載することの手間があるため、登録漏れが多いと思われます。今
イベントカレンダーを見ましても、半分も事業などが出ていないようです。 
 一部しか出ていないカレンダーは全く使われませんので、ほとんど出ていな
いと意味がないと思いますので、そのためには、例えば、システム上、イベン
トカレンダーに入力しないと担当課がホームページに掲載できないようにす
るなど、何らかの登録方法の改善が必要と思われます。理想的には、担当課が

ホームページに掲載したイベントは自動でイベントカレンダーに反映される
ようなシステムがいいと思いますけれども、それができないのであれば、何ら
かの人為的な改善がないと難しいと思います。ただ周知徹底しますと言うだけ
だと、今までも徹底されていなかったので、難しいかなというふうに思いまし
た。 
 それから、基本目標２についての「アンケート等でチェックしたり」という
ところを「参加者数やアンケート等で具体的に確認したり」というふうに追加・
修正させていただきました。 
 進捗状況調査の中で、事業の参加者数が記されていない事業も多く見受けら
れます。これは事務報告書に記載すべき事項ですので、記載を徹底していけば、
全て参加者数が入るのかなというふうに思います。また、参加者から好評であ
ったなどの市民の声の根拠が示されていません。多くの参加者が回答できるよ
うに、アンケート項目の工夫も欠かせないのかなというふうに思いましたので、

そのように書かせていただきました。 
 それから、基本目標３の今後の方向性（案）に示されている「市内に限らず
多摩地域などにおいて場や機会を提供することについても考えていく必要が
ある」は、唐突な印象を受けました。何を念頭に置いているかを具体的に記す
必要があるのかなというふうに思いました。 
 それから、基本目標４は、「施設や場の拡充・市民ニーズに合った施設運営」
と「職員の専門性の確保」の２領域から構成されています。今後の方向性は１つ
の領域しか言及されていませんので、施設運営に関しても記す必要があるので
はないかと思いました。 
 それから、基本目標５は、今後の方向性（案）が記されていません。「事業評
価方法の検討」というのは、非常にハードルの高い事業名だと思います。生島
議長に後でお聞きしたいと思いますけれども、生涯学習振興・推進計画の中で

こういう事業名が入っているのは、あまり例がないんじゃないかと思います。
以前の社会教育委員の会の中でそういう御意見があったので入っていると思
いますが、なかなか難しいんだろうとは思います。 
 生涯学習振興・推進計画では、定量評価だけではなく定性評価も含めた評価
を実施するため、評価方法を検討しますと明記されていますけれども、現状は、
本計画においては定量評価はほとんどなされていません。このことは今後の方
向性（案）に課題として記す必要があるのではないかとも思われます。ただし、
目的は違いますけれども、他の計画等で定量評価がなされているのであれば、
そのことを明記してもよろしいのではないかというふうに思いました。 
 それから、２－２の個別事業の評価についてですけれども、５事業の選定条
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件に「注目されている事業」と書かれていますが、主体が分かりにくいので、
例えば、「市民から注目されている事業」などと記されたほうが良いのかなと

も思いました。 
 それから、個別事業３の他団体と図書館の連携事業のところですけれども、
この今後の方向性（案）の文章は、団体との連携が図書館の運営や事業展開を
補うことにつながると記されていますため、団体とは対等の関係ではなく手段
のように誤解されるおそれがありますので、上記のように「市民・利用者の学
習機会の充実のために、市内他団体と図書館との連携事業をより一層推進して
いきたい」というふうに文章表現を改めたらどうかという意見です。 
 以上です。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 これにつきまして、中間評価ですが、基本目標は今後の方向性（案）、そして、
個別事業に関しましては、（８）「中間評価を踏まえた今後に向けた提案」の欄

に追加・修正していく内容を社会教育委員の会として検討していくことになっ
ていました。今、矢野副議長から説明があった内容への質問や、それ以外に追
加・修正していくべき内容といったもの、御意見はありますでしょうか。この
間、何かお気づきの点等ありましたら、追加して御発言いただければと思いま
す。 
 矢野副議長、非常に丁寧に見てくださっておりまして、しかし、非常に大事
なポイントを御指摘いただいたかと思います。先ほどちょっと触れられていま
した基本目標５の定性評価と定量評価。ほかのところだと、定量評価のほうが
むしろメインになっていく傾向みたいなのもあって、定性評価はなかなかし切
れないところで、逆にそちらのほうがかなり大切にされていることはとてもい
いことだとは思うんですけれども、一方で、定量評価も必要ではないか。その
辺の検討というのも必要であったり、または、既存に何かされているのであれ
ば、そうしたものも参考に入れていくということも必要なのではないかという

ところもしかりかなというふうに思いました。 
 いかがでしょうか。ほかにありますでしょうか。 
 

矢野副議長 定量と定性評価ですが、定量は分かりやすいですよね。数字だから。定
性評価は単なる主観じゃないんですよね。だから、どういう基準で定性評価を
するのかというのはすごく難しい問題だと思います。そのため、評価方法の開
発について検討しますというふうに１行目で書かれているのかなとは思いま
すけれども。 
 

生島議長 いかがでしょうか。中間評価ですし、今回のみということ、ここで打ち切
らないといけないということではありませんので、もし何かまだ追加でありま
したら、この後、次回などにも御発言いただいたり、また、事務局にお伝えい

ただければというふうに思います。よろしいでしょうか。事務局のほうよろし
いですか。今、矢野委員の御意見につきまして何か応答があれば、お願いいた
します。 
 

事務局 まず、ほかの方からの御意見につきましては、今日までというところがござ
いましたので、今日御発言いただきたいと思っております。 
 

生島議長 失礼いたしました。 
 

事務局 その中で事務局として検討する内容がありましたら、今月持ち帰らせていた
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だいて、次回報告というところで説明させていただければと思っております。 
 

生島議長 失礼いたしました。ここで御発言くださいということです。 
 あとは、じゃあ、会議の末までに何かありましたら、後でまたお聞きしたい
と思いますので、それで先にちょっと進めさせていただきたいと思います。よ
ろしいでしょうか。 
 では、次第３に進みます。次第３がヒアリング結果のまとめ方についてとい
うことで、今期の諮問に対する答申のまとめ方について話をしていきたいと思
います。今日、小菅委員も初めてですので、少し丁寧にこの間の経緯を御説明
させていただきたいと思います。皆様方もちょっと振り返りをしていただけれ
ばと思いますけれども。 
 資料４を御覧ください。今期は、表題にありますとおり、国立市の生涯学習・
社会教育分野におけるＩＣＴ活用による学習機会充実の可能性についてとい
うことで、教育長より諮問を受けております。これまで、その諮問を受けた答

申に向けて議論を進めてまいりました。前々回の第１０回定例会までに、それ
よりも前に、これに関しての現状を把握しようということで、この後御紹介し
ます関係する課・施設にヒアリングをし、そして、第１０回の定例会で、各施
設へ実施したヒアリング結果について少し共有をし合った、振り返りをしたと
いうようなことがございました。 
 今回、この資料ですけれども、この第１０回の定例会をまとめたものを少し
御提示しております。今回は、第１０回の定例会を踏まえて、今後のまとめ方
について皆さんと審議をしていきたいというふうに思っております。資料４で
すけれども、第１０回定例会で出た意見や、社会教育委員の会議の中で今後議
論すべき論点というのをまとめてございます。前々回になりますけれども、内
容を振り返りながら御確認をいただきたいというふうに思っております。 
 まず初めに、議論のまとめについて、高橋さん、事務局のほうからお願いい
たします。 

 
事務局 資料４の１章の第１０回定例会議論のまとめを説明いたします。 

 こちらはまず、（１）として各施設まとめということで、ヒアリングした生涯
学習課、公民館、矢川プラス、くにたち郷土文化館、それぞれの施設について
第１０回で委員の皆様がまとめを発表していただいたものの中の委員の意見
をまとめております。 
 まず１点目が、生涯学習課ですが、コロナ禍においてＩＣＴ、オンラインと
いうのは有効だったが、コロナ後も同様に有効なのかということについてきち
んと検証する必要があるという意見がございました。 
 続きまして、公民館では、ヒアリングの中で、担当者の実感として、オンラ
イン併用講座を導入した結果、参加者の幅を広げている可能性があるというお
話があったが、上記を述べていくためには、同じテーマの事業を同時期に実施

し、参加記録を検証した上で判断する必要があるという意見がございます。 
 こちらに関連して、参加の幅を広げる効果が限定的なら、対面講座を充実さ
せるほうが人的にも予算的にも効率的ということも検討しなければならない
とございました。 
 ３点目が、コロナ禍のような危機的な状況の中で、代替措置が取れないとき
にＩＣＴ活用をするというのは大変有効だが、平時においては、オンラインに
適合する事業の見極めがこれからの課題である。４点目が、パソコン内蔵マイ
クとカメラを用いて社会教育の公的な事業を行うのは、かなり厳しい条件の中
で対応しているのではないかという意見がございました。 
 こちらの補足は発表いただいた大森委員の意見から追加でほかの委員の皆
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さまから出していただいたものを記載しております。講座の受付方法について、
今まで、ほとんど電話受付の先着順だったが、コロナ禍以降、電話のみの受付、

電話とＱＲコード・ホームページの受付、ホームページのみ、ホームページと
往復はがきなど受付方法が変わり、応募者多数の場合、抽選の講座も出てきて
いるなど、試行錯誤しているため、過渡期にあるという意見がございました。 
 矢川プラスに関しては、Ｗｉ－Ｆｉの使用前提でスタートしているため、イ
ンターネットの活用はほかの施設よりは進んでいるが、今後、幅広い年齢幅、
幅広い用途に合わせた活用方法の検討が課題であるという意見がございます。 
 くにたち郷土文化館の事業では、ＩＣＴ活用だけではなく、対面や現物に触
れることが大切であるということを念頭に置きながら考えていく必要がある。
対面や現物に触れることが難しい方にとって、オンラインやリモートは有効で
ある。 
 ２点目が、デジタルアーカイブの作成や公開は、郷土文化館が行っていく上
でも非常に重要な業務である。限られた予算や人手でどこまでオンライン活用

を行えるのか検討する必要があるという意見がございました。 
 補足として、郷土文化館の３ＤＶＲ博物館は、ベンチャー企業が実績づくり
のために非常に安価で作成できたという前提があるので、今後それを進める予
定はない。デジタルアーカイブ化は、コロナ禍で通常の事業ができなかったた
め進めることができたが、今は事業が通常モードになったので、なかなか進ま
ないというお話が公民館の方からあったという補足が付け加えられました。 
 続きのこちらは（２）全体に関してということで、全体の今後の考え方や意
見をまとめたものになります。 
 １点目が、オンラインを行う目的が感染対策ではないとなると、触れたくて
も触れられないもの、行きたくても行けないところ、会いたくても会えない人
など、オンラインで実施するほうが効果的であるというものに絞っていく方法
で考えていく必要がある。 
 オンライン・ハイブリッド講座は課題もあるため、現在減っている一方で、

申込み方法などはＩＣＴの活用が進んでいる。 
 ヒアリングした４館だけでなく、市全体の学習機会の充実というのを意識し
ていく必要があるのではないか。 
 前提として、生涯学習課、公民館、郷土文化館、矢川プラスのそれぞれの施
設や課の役割や特質を整理する。その上でＩＣＴが効果的に活用されているの
かを確認していく必要があるのではないかという意見がございました。 
 ここまでが前々回の定例会で出た委員の意見を項目別にまとめたものです。 
 続きまして、２章が答申に向けてとなりますが、こちらは生島議長御提案い
ただいたものになります。議長から御説明をお願いします。 
 

生島議長 分かりました。では、ちょっと追加して私のほうから御説明させていただ
きます。 

 これらを踏まえまして、特に答申に向けてどういうふうにまとめていくかと
いうことについてなんですけれども、前々回の議論の中で、答申のまとめ方と
いうこと、まとめ方というか、答申をつくっていく上での方向性ですね。そう
いったことについて出た御意見が、このようなものがあります。 
 例えば、提言というのは、現在とこれからというのをそれぞれ意識して書い
ていくということが必要である。ＩＣＴは非常の、特にコロナのときの代替手
段として導入していた段階から、日常における積極的利用に向けて考えていく
段階があって、今回の議論のそれが出発点になっていくだろうということであ
ります。 
 それからまた、現状、ヒアリングを受けて分析すると、企画型の事業、オン
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ライン事業のような企画全体、企画自体でＩＣＴを用いるもの、または、企画
の実施までの段階をＩＣＴを使って行う情報発信や受け付け、そういうものと

非企画型の事業、例えば、職員の業務の中では、デジタルアーカイブ化の作業
であったりとか、または、利用者側であったら、公共Ｗｉ－Ｆｉの利用といっ
たそういう環境をつくっていくというような非企画型の事業。こういったもの
を大別して整理していくということも必要であろうというふうな視点が出さ
れておりました。 
 そして、上記の中からさらに可能性を広げるのか、またはデメリットという
のもあるんじゃないか。こういうようなことを含めて検討して、課題を整理し、
今後の在り方として、実現可能性や必要性、そして、課題を直近、中長期、こ
ういうことに分けて整理して提言していくということが必要なんじゃないか。
こういったまとめ方に関する御意見も出されていたということであります。 
 この上でなんですけれども、ここからが今日の私の提案といいますか、皆さ
んに御検討いただいて御意見いただきたいところではあるんですが。この後、

答申を作成していくに向けて議論を重ねていかなければいけないんですが、そ
の議論もやみくもにもできないなというふうに思いまして、少し先の見通しを
つくれないかなというふうに思っておりました。 
 これまでのヒアリングを通じて、先の見通しを考えたり、答申にまとめてい
くというようことを考えると、ある程度答申の全体像を見越した上で議論して
いたほうが建設的かなというふうに思ったところです。その上で、じゃあどう
いうふうな形で答申をつくっていくかというよう構成デザイン、構成案をこの
ように考えさせていただきました。 
 まずは、「はじめに」ということで、この答申を作成していく上での手続き的
なことを説明していくということになろうかと思います。その上で、我々がヒ
アリング調査をした結果について、ＩＣＴ活用の現状というのをまとめていく
ということかと思います。 
 その上でなんですけれども、ここからが具体的にこの会議の中での議論をま

とめていくことになるかと思いますが、まず、「はじめに」は、ＩＣＴ活用によ
る学習機会の検討に当たっての考慮点、ポイントかなというふうに思います。
今ここで、２の（１）で出されたように、例えば、ＩＣＴというのは、非常時
の主体手段から、現状は日常的に、日常における積極的な利用をするに当たっ
てどういうふうに考えていくかということであるとか、企画型と非企画型のも
のがあるんじゃないかとか、そういうような様々考慮するポイントというのが
あろうかと思います。そういったものを、既にもう出ているものもあるかと思
うんですけれども、こういった形でまとめていくということがあるかなと思い
ます。 
 それを踏まえて、次の３番目ですけれども、ＩＣＴ活用による学習機会拡充
に向けた課題ですね。これも様々な形でもう既に出ているものかと思います。
ＩＣＴとかまたはハイブリッド講座というふう言ったときに、講座の中で名前

を言ったとしても、なかなかハイブリッドなんかはプライバシーの問題がある
よというような話もこのインタビューの中で出たりとかもしておりましたし、
または、それぞれの方々、参加者もそうですけれども、職員側のリテラシーの
問題であったり、または、スキルの共有というようなことも課題になってくる
とか、もう既に出ているものもあろうかと思いますけれども、こういった課題
についてもポイントを挙げていくということが第３になるかと思います。 
 その上で、４として、学習機会の拡充に向けての方策提言として、我々社会
教育委員の会として提案をしていくというような形でまとめていく。ちょっと
こういうような見通しで議論をしてみてはいかがかというようなことで御提
案をさせていただきたいと思います。 
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 もちろん、この後議論をしていく中で、まとめていくのにちょっとこうだと
やりづらいというようなところもあろうかと思うので、ここでばしっと決めて

しまうというようことでもないかなというふうにも思うんですけれども、この
辺を見越していく、また、そして、ポイントから課題へというふうな形で重複
してくることもあるかとも思うんですけれども、その辺は逆に言うと大事なポ
イントだというようところで見ていければいいかな、揉んでいければいいかな
というふうに思ったところです。 
 最後まで説明をさせていただきたいと思いますけれども、仮に、後ほど構成
デザインのことについて皆さん方から御意見いただければと思うんですが、こ
うしたことを踏まえて議論したりしていくに当たって、この間のまとめですと
かを見ていく中で、もうちょっとこの辺は社会教育委員の会として議論を煮詰
めないといけないポイントというのを、以下５点気づきましたので、出させて
いただきました。この辺を詰めないと、多分２、３、４というのは書けないだ
ろうなというようところでございます。 

 １つ目なんですけれども、これはもう既に皆さん方からも出されている意見
かなと思いますが、そもそも学習機会の充実というのは一体どういうことなの
かということ、その上で、学習機会の充実に対して、ＩＣＴ活用がどのように
寄与できるのか、またはできないのか、この辺を少し時間をかけて議論すると
いうことが必要かなというふうに思っておりました。 
 ２番目ですけれども、市民向けＷｉ－Ｆｉの充実について。これもちょっと
前々回のときに話題にしたところですが、社会教育または生涯学習の拡充とい
うことについて、どこまで必要なのかということであります。市民が利用する
Ｗｉ－Ｆｉ、充実していればそれに越したことないんですけれども、生涯学習・
社会教育の機会の充実というところで、どういう程度のものが必要なのかとい
うことについて議論を続ける必要があろうかということです。 
 ３番目ですけれども、市や財団の職員のリテラシーの向上やガイドラインの
整備について。これも課題になっていたところですが、提言につなげていく上

では議論が必要かということです。職員のリテラシーは、誰でも活用できると
いうことによって人材の確保の必要性などが生じてこようかということです。 
 ４番目ですけれども、多様な市民。これは例えば高齢者であったりだとか、
または、ＩＣＴ機器なり活用というのに不得手であったりだとか、なかなか情
報が行きにくい市民、様々な立場がいるかと思いますけれども、そうした多様
な市民や学習者が簡便に学習情報や学習機会が得られるための工夫について。
これはたしか谷口委員からも御提案というか、御意見あったかと思います。ほ
かの自治体では、ＱＲコードを活用して、ピッとやるとすぐに情報が得られる
というようこともあるんだというよう話が出てきているわけですけれども、子
供や高齢者においてもＩＣＴ活用が増えてきていることを踏まえると、ＱＲコ
ードを活用した施設の情報発信であるとか、または、講座申込み等、どのよう
に拡充可能なのかというようこと、または、ほかの機会や学習の場というのが

どのように情報発信しているか、考慮すべき点は何か、そういうようなことも
少し議論できればというふうに思っているところです。 
 最後に、オンライン・ハイブリッド講座での参加者のリテラシーやまたはプ
ライバシーへの配慮について。これも課題として挙げられていた、触れられて
いたところですけれども、例えば公民館講座とかは、市内の講座とかであると、
対面で参加しているときにはそれほど分からないけれども、オンライン講座で
あると、名前がずっと載ったままになっているとか、誰が聞いているか分から
ないとか、そういうようなところで、それが録画されたりとかもしているとい
うこともあります。 
 そんな中でグループディスカッションが場合によってはあったりだとかす
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るといったときに、地域に根差して利用をしていくということについて、どの
ように配慮していくことが必要なのか、そんなことも少し意見交換をするとい

うことが必要かなというふうに思って、まだこの辺は議論が足りない部分かな
というふうに思って、今後していかなければいけないかということで明文化い
たしました。 
 そのほかにも皆さん方からも御意見が、気づいたポイントがあろうかという
ふうに思いますけれども、ちょっとこの辺を拾ってみたということで、まずは
提案をさせていただきたいと思います。 
 いかがでしょうか。今日は、この後の研修会の企画もありますので、ちょっ
と時間も限られていますから、答申に向けて検討すべき課題・論点の中身には
入れない。また次回以降にしたいと思いますけれども、答申の構成デザインで
あるとか、または、検討すべき課題・論点について補足や追加、または御意見
等ありましたら、お出しいただければと思います。いかがでしょうか。どこか
らでも。 

 寺澤委員、お願いいたします。 
 

寺澤委員 すっきりまとめていただいて、すごく分かりやすくて、いいと思っていま
す。この議論の①番の「学習機会の充実」って何なんだろうというのも大事な
ところで、ここはある程度方向性が決まらないと何も進んでいけないなと思う
ところなので、賛成です。 
 

生島議長 ありがとうございます。ぜひほかの皆さん方からも御意見いただければと
いうふうに思います。今後の議論の進め方にも関わってくるところであります。
いかがでしょうか。 
 

谷口委員 いいですか。谷口です。 
 

生島議長 谷口委員、お願いいたします。 
 

谷口委員 １番の学習機会の充実というところで、以前に知っていたお子さんが識字
障害という一種の学習障害を持っていて、お習字みたいにこっちの字をこっち
に書き写すことがなかなか難しい。線が１本余計に入ってしまったり、縦線を
書こうと思っているんだけれどもうまくいかないとか、そういったとても不思
議な学習障害があるお子さんがいて、それはそれで非常に困っていらしたんで
す。困っていたんですけれども、タブレットを使ってそれが非常にうまく、鉛
筆で書くのと違ってタブレットを使うとうまくいったりとか、訂正が簡単にで
きるとか、とてもうまく循環するようになって、学習というのがとても楽にな
ったというか、分かりやすくなったという、そういうことが前にあったんです。 
 全て広く学習の機会ということもありますし、そういった特殊な、なかなか

ふだんではないような特殊な場合の学習の機会というのもやっぱり入れてい
ただきたいなというふうに思いました。小菅先生なんかがきっとそういうとこ
ろで、学校の現場の中でそういった具体的な使用方法というのを御存じなんだ
ろうと思うんですけれども、そういったことで非常に活用している場面がある
という１つの場面なので、ぜひ入れていただきたいなというふうに思いました。 
 

生島議長 ありがとうございます。そうしますと、①というのは、議論としてこの後
必要だというようなことで、後押ししていただいたということでよろしいでし
ょうか。 
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谷口委員 はい。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 ほかにはいかがでしょうか。小菅委員は突然振られている感じですけれども、
何か御質問があれば、忌憚なく御質問いただければと思いますが、いかがです
か。大丈夫ですか。 
 

小菅委員 まず、学習機会の充実という点でいうと、コロナ禍、学校教育はタブレッ
ト１台ずつ配られて、随分と改革が進んでおりますので、もちろん、ノート代
わりにタブレットを使って記録するというものも年々増えていく様子にはあ
ります。また、黒板とノートを使ってという学習形態から、個々のタブレット
から意見を出してディスカッションをオンライン上で行うというようなこと
も日々進んでいるところなので、学習というもののイメージが、黒板があって、
先生がいて、チョークがあってというのがあと数年で崩れていくんじゃないか

なと思います。 
 その中で何が社会教育でできるかということがまた議論されることがある
と思うんですけれども、その一方で、なかなか情報に届かない人たちがいるの
は事実で、学校についても連絡項目が全て、今そういった端末で、休みますと
いうのは連絡帳を使っていないんですね。休みます、早引きします、何とか御
用がありますなんていうのは全部そういったシステムを使ってやっています
ので、１００％の加入をお願いはしておるところですけれども、うちはそうい
うことは使いませんというようなお宅もなくはなくて。 
 また、地域の方ともそれでつながろうとしているんですけれども、地域の方、
５０歳よりももっと御高齢の方がいらっしゃるとしたら、我々は端末では操作
ができないので、今までどおり紙ベースでくださいというよう御意見を頂戴す
ることがあって。機会をインターネット上からどのように得るかという問題に
ついては、まだまだ学校としても地域の方とつながってないなというところが

あるので、恐らく社会教育もそうかなというふうに思いました。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 そうしますと、今、④の中の議論の中にも関わってくることかなというふう
に思いながらお聞きしていました。また改めてそういう機会を、時間を設けさ
せていただきたいと思います。 
 いかがでしょう。例えば、ここにないけれども、もう少しこの辺を詰めてお
いたほうがいいんじゃないかというような振り返りに基づいた論点であると
か、または、構成案のことについて、いかがでしょうか。桒畑委員、お願いい
たします。 
 

桒畑委員 １つだけ質問なんですけど、（３）の②の市民向けＷｉ－Ｆｉの充実につ

いてということで、ちょっと私の知っている範囲でしか、市に質問したいんで
すが、市内の施設、もっと言えば、この市役所そのものもそうです。１階だと
Ｗｉ－Ｆｉがある。ここに来ると通じないのかな。３階に上がると。ですから、
いろいろ福祉会館だとか、あとは何丁目集会所とか防災センターとか、市民が
関わっている運営施設があると思うんですけれども、それらの、例えば図書館
でもそうですが、１階では通じるけれども、３階で通じるかどうか、そこはま
だ私は確認していないですが、どの程度のＷｉ－Ｆｉの設備になっているのか
を把握しておきたい。 
 

生島議長 事務局、いかがでしょうか。 
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事務局 多分、いわゆる電波の強さまでというところだと思うので、ちょっと今、即

答は難しいです。 
 

桒畑委員 恐らく調べるのに時間がかかると思うんです。例えば、隣の総合体育館で
も、１階とかだと外に出ても通じるんです。もっと言えば、歩道を挟んで第五
小学校の校庭の端まで通じるんです。ところが、近いと安定しないとか、３階
に行くともうとかという感じになっていたりするので。 
 要は、私は体育協会ですから、あれなんですけれども、体育館の中でやっぱ
りＷｉ－Ｆｉを使えているところもあるわけです。会議室も実際ありますから、
そういった中で何かをしようとした場合に、そういうときにＷｉ－Ｆｉ使える
のということのまずベースを、しっかり国立市のＩＣＴの環境を知りたいとい
うレベルでの単純な質問なんですけれども。 
 どこまで調べ切れるかよく分かりませんけれども、自分で足を運んで、これ

はと思うところで試してみればいいのかもしれませんが、取りあえず、市とし
てはどういうふうに把握しているのかなということについては、ちょっと知っ
ておきたいなと思います。 
 

事務局 難しいところで。すいません。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 

桒畑委員 どこに聞けばいいかも分からないですよね。 
 

生島議長 もしくは、公共施設におけるＷｉ－Ｆｉ施設のガイドラインというか、一
定のある方向性みたいなのが市としてあったりするんですかね。 
 

事務局 ガイドラインまではないとは思うんですけれども。設置されている、されて
いないだけでしたら簡単に調べられると思うんですが、おっしゃるとおり何階
までとかというところになりますと、各施設の管理者に確認して、それでもど
こまで分かるかというところですかね。すいません。 
 

生島議長 いえいえ。ありがとうございます。 
 この点については、矢川プラスのところで話題になったところかと思います。
そして、それを踏まえて、少し私のほうでも課題提起をさせていただいたんで
すけれども。確かに、矢川プラス、様々な個人の方々が居場所として活用して、
そこでＷｉ－Ｆｉを使って勉強したりだとか、場合によってオンラインの何か
会議に出たりだとかというような、ある意味カフェ的な形で活用されていると
いうようところもあったりもしたんですけれども、一方で、１時間で切れてし

まうとか、容量が、今のところはそれなりに動いているけれども、この後増え
ていったときにどのぐらい対応できるか分からない。そういうような話題があ
って、それじゃ足りないんじゃないかとか、１時間で切れてしまうのはどうな
んだというようお話も話題としてはあったわけです。 
 ただ、そのときに、こうした学習、あればあったに越したことないんだけれ
ども、どのぐらいと言ったら変ですが、どういうふうにそのことについて考え
ていくのかというようなことを少し検討してもいいんじゃないかというよう
なところで触れたというようなところです。 
 恐らく桒畑委員、それを話しする前提としてということですかね。 
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桒畑委員 ＩＣＴということは、一般的にはＷｉ－Ｆｉがあったほうがいいわけです
よね。そうすると、矢川プラスはそれを前提につくった施設ですから、当たり

前なんです。むしろ、そこしかないのと。もっともっとほかの公共的な公民館
しかり、図書館しかり、体育館しかり、芸術小ホールしかり、そういうところ
はどこまで充実しているのというまず設備面を、インフラ面をしっかりと把握
しておかないと、何を提言しても、そこから予算づけから始まると思いますの
で、ちょっとそこはずっと、確かに自分自身でもどこか時間を取って、例えば、
北市民プラザで、そこでＷｉ－Ｆｉがあるのかないのか調べることは、足を運
べばできるわけです。 
 例えば、富士見台防災センターに行きました。三丁目にありますけれども、
そこへ行って、あるかなとかやればいいですけれども、なかなか今、運動シー
ズンが始まったので、やれる範囲では自分なりには提言してみたいと思います
けれども、取りあえず、最低限、入っている、入っていない、どれぐらいのレ
ベルかぐらいまで分かればいいとは思います。 

 ただ、１つだけはっきり言えるのは、お隣の総合体育館を見ると、かなり限
定的かなみたいなところですね。確かに、矢川プラス同様、１時間のはずです。 
 

生島議長 ありがとうございます。議論の段階になりましたら、もし、事務局のほう
でお分かりの範囲で少し情報提供いただければと思います。それを踏まえて議
論ができればと思います。 
 ほかに何か御意見ありますでしょうか。加藤委員、お願いいたします。 
 

加藤委員 今のＷｉ－Ｆｉのお話に関しては、学習機会をどのような形で提供するか
ということにかなり関係してくるかなと思いまして、Ｗｉ－Ｆｉ、自宅で学習
機会を提供いただければ、必ずしも出向く必要はないかなというふうなことを
考えると、Ｗｉ－Ｆｉの環境が充実しているというよりも、伝えられる状態で
あったりとか、それこそ従前、お話があったような企画型の事業を行うときに

Ｗｉ－Ｆｉが充実してあったりとか、そういったところを整えていくというよ
うなことが大切なんじゃないかなと今お話を伺いながら考えておりました。 
 そういう意味で、このＷｉ－Ｆｉを充実するというようなところとが、どこ
まで今回の答申の中で議論すべきなのかなというふうなところは、ちょっと疑
問に思うところもありましたというようなところです。 
 あわせて、５番のオンライン講座と書いてあるところのリテラシーやプライ
バシーへの配慮というところに関しては、このＩＣＴという話に限らず、例え
ば、録音であったりとか録画みたいなことというのは、そもそもプライバシー
の配慮という点でやらないでくれというようなことというのは、ほかの機会で
も幾らでもあるかなと思っていて。これまで、いろいろな場面でそういった注
意喚起の例というのがあるかなというふうなことを考えると、そういったもの
というのはベースとして持ってきて、その上でＩＣＴ、付け足しとしてどうい

ったことが必要なのかなということを考えていけば、そんなにしっかり検討す
るところではないかなと思ったので、あわせて気になったところです。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 強さ弱さというか、重みというのはやはりあるかと思います。今もう既にい
ろいろヒントをいただいているようなところもありますので、その辺も確認し
つつかなというふうに思っておりました。ありがとうございます。 
 ほかにはいかがでしょうか。すみません。御指名させていただき恐縮なんで
すけれども、中田委員はいかがですか。 
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中田委員 構成デザインについては、特に言うことはありません。 
 

生島議長 根岸委員もよろしいでしょうか。何か。 
 

根岸委員 これを見ていて、学習機会の充実というと、あらゆる市民が平等にそうい
う機会を与えられなきゃいけないということで、この４番ですよね。どうやっ
たらそういうことができるかという工夫についてというのが結構重要なのか
なと思いました。 
 それとあと、公民館とかいろいろな施設の話を聞いていて、前も私言ったと
思うんですけれども、オンラインのこういう事業というのがこれからどんどん
増えると思っていたのが、やっぱりコロナのときだけの対応で終わっている。
その後、対面にどんどん移行しているというのが非常に残念というか、私の考
えていたことと大変違うのかなというイメージが結構あります。 
 ですから、そこを、コロナとかそういう対応じゃなくて、今後、もっとうま

く使っていくためのやり方というのも考えるべきなのかなというふうに思い
ました。 
 

生島議長 ありがとうございました 
 矢野副議長、何かありますでしょうか。 
 

矢野副議長 構成デザインが非常にすっきりして分かりやすいと思います。課題・論
点、今も各委員によって皆さんまた御意見がいろいろ違うと思いますので、ま
た具体的にお話合いをできればと思っています。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 大方皆さん方から御意見いただけたかと思います。構成デザインについては、
冒頭にも申し上げましたとおり、まず、これでちょっとイメージをつくりなが

ら議論をしていって、まとめていければと思います。これに実際に中身を詰め
ていく上では、少し検討はあり得るかとも思いますけれども、あらかたこんな
形かなというふうなことかと思います。 
 そしてまた、今、矢野副議長からもありましたけれども、（３）のこれからの
課題・論点につきましては、皆さん方からもう既にいろいろな御意見をいただ
いていますが、この後、中身を詰めていきたいというふうに思っています。 
 この間も、今御意見ありましたとおり、恐らくいろいろ関連づいてくるかな
と思います。特に１つ目の学習機会の充実というのは、そもそも諮問文に入っ
ているわけですけれども、そこを少し皆さんで頭をそろえていくということも
必要かとも思いますし、それがある意味根底になって、ほかの論点というのも
解けてくるのかなというふうにも思いますので、議論の順番というのは少し考
えたほうが、このままという形ではないかもしれないですけれども、今後、こ

うしたことについて、今御意見あったものと含めて、さらに少しずつかみ砕い
ていく形にしたいと思います。 
 それでは、先の見通しだけ今回は共有をするということで、この案件につい
ては締めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとう
ございます。 
 そうしましたら、皆さん、（３）のこれから議論することにつきましては、こ
の後、個々にまた会を設けて議論を進めていきたいと思いますので、少し皆さ
ん方の御意見を、これまでのヒアリング調査も踏まえながら、つくっておいて
いただくようお願いいたします。よろしいでしょうか。 
 では、次第２についてはこの辺りにしたいと思います。事務局のほう、これ



 15 

でよろしいですかね。では、この辺りにしたいと思います。 
 続きまして、次第３の東京都市町村社会教育委員連絡協議会第２ブロック研

修会について入ります。今年度は国立市が第２ブロックのブロック幹事市とい
うふうになってございます。１０月もしくは１１月頃にブロック研修会を国立
市が企画・実施するということになっておりまして、その内容について計画を
していくという必要があります。 
 前回は、この件について具体的に皆さん方から様々な御意見をお寄せいただ
いたということで、そのアイデアの共有をさせていただきました。それを踏ま
えて、今回の会議に当たって、研修の方向性（案）というのを私のほうで少し
まとめさせていただきました。これが資料５というのになっております。「第
２ブロック研修会の企画について（案）」ということで、Ａ４、１枚の紙を皆さ
ん方の資料の中に配付していただいてありますけれども、こちらについて御説
明させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 
 この「企画について（案）」ということで、目をやっていただければと思いま

すけれども、前回の議論も少し振り返ったりだとかもしたいと思います。時期
的には１０月から１１月ぐらいのところで実施しますが、大体、定例、土曜日
の午後に企画をされるということが多くあって、今回もそういうふうな形にな
るかと思います。企画自体は２時間から２時間半ぐらいを予定しております。 
 皆さん方から御意見をいただいたところでは、一方的に講演として企画の話
を一方的に聞いて終わりではなくて、グループワークなどを行うことで参加者
が話ができる時間を取りたいというのが皆さん方からの御意見としてありま
した。特に第２ブロックの様々な自治体の社会教育委員がお見えになりますの
で、そういうことを自治体の域を超えて議論ができる、そして、他市の状況も
お聞きすることができるというようこともあるかと思いまして、グループワー
クなどを行う時間が欲しいというようなことが皆さんの御意見の中で強かっ
たかと思います。 
 内容についてなんですが、皆さん方からも様々御意見をいただく中で、それ

をまとめていくに当たって留意すべきことというか、強調したいというところ
ですけれども、１つは国立らしさを出したいというようなところで、文教都市
であるということとか、特にその中でも大学との連携とかというのがあるとい
うことも国立らしさなんじゃないかというのがありました。 
 一方で、あまり国立の自慢話にもならないようにというようなことで、話題
提供を行いながら、それぞれの自治体に置き換えて考えたり、今日の研修の会
の学んだことを持ち帰ってもらえるような、そんな機会になればということで
検討すべきだというふうな御意見もいただいておりました。個々にこういう登
壇者がいいんじゃないかとか、こういう考え方がいいんじゃないかというのは
前回ありましたけれども、この辺がポイントかなというふうに思っております。 
 その上で、私のほうで提案としてまとめさせていただいたんですけれども、
そもそも都市社連協の今年度の全体テーマが「自ら学び、あなたと考え、とも

に創るわたしたちのまちと未来」ということになっております。この中では「自
ら学び、あなたと考え」というふうにあるんですが、学んで「ともに創るわた
ちのまちと未来」ということで、学びを通じて町、地域というのを考えていこ
うというようところが今回の１つのテーマの特徴かなというふうにも思って
おりました。 
 そういう意味で、皆さん方も結構これを意識しながら企画のアイデアという
のをお出しいただいたかと思うんですけれども、もう一つ、国立らしさという
ことを考えたときに、それをかみ砕いてどんなことがあるかなというふうなこ
とで、アンダーラインが引いてあるところですが、ソーシャルインクルージョ
ンとか人間を大切にする、また、誰一人取り残さない、こういうような辺りと
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いうのは、国立市の総合計画であるとか、または生涯学習振興・推進計画の中
でも理念になってありますし、または、社会教育の大きな現場である国立市公

民館に見られるようなしょうがいしゃや若者、そして外国人と共に学ぶ実践な
ど、やはりこういったテーマ、キーワードがあるんじゃないかな。この辺りを
出すことが国立らしさというところにつながってくるのではないかなという
ふうに思っておりました。 
 また、これらを考えていく上では、単独ではできずに、横断・連携というこ
とが実践されることによって実現するということもあるかと。その辺りは前期
に議論してきた内容にも関わって、それを実質化させていくような取組を御紹
介するということにもなるんじゃないかなというふうにして思ったところで
す。 
 そういうことを踏まえて、じゃあ、こういうようなテーマを掲げて、具体的
に２時間または２時間半を企画すると、特にグループワークなんかをやるとす
るとどんなことが実現可能から入りますと、実際のところ、こんな組立てかな

というふうなところでした。流れ案としてということなんですが、こうした企
画趣旨というのを、課題提起みたいなものを１０分ぐらいで御説明した後で、
大体、実践の報告ですね。その後のグループワークの呼び水になるようなもの
として、実践の報告を二、三本ぐらいいただいて、その後、グループディスカ
ッションで個々にグループに、幾つかの島に分かれてやっていく。 
 その後、グループで出た話題のシェアで、前回、時間があんまりなくなって
しまうから、やらなくていいんじゃないかという話題もありましたけれども、
時間次第で、場合によっては、グループで話し合ったところでぜひ言いたいと
いうところもあるかとも思いますし、または質問したいというようなところも
あるかと思いましたので、そういうようなことも含めて、大体これで２時間ぐ
らいかなというふうなことで組立てをすると皆さん方の御意見が凝縮できる
かなというふうに思ったところです。 
 さらにそこから、報告３つと考えるとどんなことが、二、三点考えるとどん

なことがあるかなということで、前回皆さん方からお出しいただいた御意見を
基に、これらのテーマにひもづけて考えるとすると、１つ目ですけれども、こ
れは多くの方々が御意見を出されていましたけれども、富士見台の人間環境キ
ーステーションの実践というのが国立の面白さであり、特に大学との連携とい
うところも含めて考えられるのではないか。商店街と国立市、そして大学、市
民が連携し、関わり合い、学び合いを通じて地域づくりを行っている実践であ
るということかというふうに思います。 
 横断、連携というところも鍵になるかと思いますし、大学生も関わって地域
づくりにするというのが、単ににぎわいをつくるということだけじゃなくて、
大学生もそこを通じて社会参加であったり地域課題解決に向かう学習という
ことでの自己実現につながっているということもありますし、そこで大学生、
異世代、多世代と交流することによっての地域の方々の学び、また居場所づく

りというような実践にもつながっているかというふうなことで、こんな実践が
注目できるかなというふうに思っております。 
 報告を依頼する場合に、こういうことやっていますということはいろいろ報
告されるかとも思うんですけれども、やっぱり社会教育委員の会議、研修です
ので、地域づくりを通じた学びとか、学びを通じた地域づくりの視点で語って
いただけるような立場の方を検討し、趣旨を明確にした上で依頼をする必要が
あろうかと。お立場によって話しぶりが変わってくるかなと思いますので、そ
の辺はこっちから積極的に趣旨説明をしてお願いする必要があろうかなとい
うふうに思いますが、やはり外せない実践かなというふうに思いました。 
 それから、ちょっとこれと関連するというか、テーマと関連させていくとい
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うことであり、また、国立の実践だけに限る必要もないかなと思いまして、今
日まだいらしていないですけれども、大森委員から御提案いただいた人権講座、

特にここは、単純に人権講座をやっていますというだけじゃなくて、参加者が
企画者になっていきながら、参加者自身も、そしてその講座に参加されるさら
に多くの参加者も地域のことを知り、そして、その地域にいる人のことを知っ
ていくことによって、参加者自身の視点で地域の実情を把握した人権学習とい
うのが深められていくというような実践もここに並べてはいかがかというふ
うに思いました。 
 仮に依頼をする場合には、公民館の主催講座であることから、公民館に依頼
をして御紹介いただくというような形がよいのではないかということも申し
添えたいと思います。 
 ただ、そういうふうにした上で、この２つだけじゃなくて、国立市の中では
公的な社会教育の場として、国立市公民館でもこうしたテーマを掲げながら講
座や学習グループの活動もあるわけですので、矢野副議長ともちょっとお話を

したんですけれども、ぜひ、そういう視点で考えるならば、国立市公民館の実
践というのもやっぱり外せないんじゃないかと。その部分での紹介というのも
何かして並べていったほうがいいのではないかというようなことで、３番目と
いうのも入れてあります。ですので、これは検討の順なので、報告の順という
ことではなくて、私の思考の順だというふうに御理解いただければというふう
に思っております。 
 さらに付け加えさせていただきますと、こういうふうに考えていった場合に、
矢野副議長、公運審からも出ていただいておりますので、何かいいここに並ぶ
ような実践は何かないですかねというふうなことで、少し案を持ってきていた
だいておりますので、矢野副議長、御紹介いただければ思います。 
 

矢野副議長 すいません。口頭で申し訳ないですけれども、最初に出した案について
は、前期でヒアリングした中での連携の相手という、そういう形の案だったん

ですが、この生島議長からの全体テーマに即してということで言うと、ちょっ
と違ったことが考えられまして、公民館とも相談したんですが、先週土曜日の
都市社連協の講演会をお聴きになった方もいらっしゃると思いますが、その中
でリカバリー教育を国立市公民館で行っているというのが質問者の中でお話
がありましたけれども、正確に言うと、これは文部科学省の「学校卒業後にお
ける障害者の学びの支援推進事業」というのがありまして、これを一般社団法
人眞山舎という、国立市の富士見台団地の中に事務所がある２０２２年にでき
たばかりの法人ですが、受託して実施している事業です。 
 この事業は連携協議会を設置しておりまして、その中に、例えば、個人だと
一橋大学教授の鈴木直文先生とか、あと、国立市公民館からも職員が入ってお
ります。地域と連携をして、いわゆるイギリスのリカバリーカレッジのような
形の心の病を持った人との共同事業ということをやっているということです。 

 これは文科省の委託事業ですので、会場を公民館が提供したりとか、あとは、
去年の７月に実質上のキックオフイベントを公民館事業という形で行いまし
た。「共に学ぶメンタルヘルスとリカバリー」というテーマで、そのときは申込
先が公民館になってます。「くにたち公民館だより」にも掲載されていますの
で、一般市民が見れば普通の公民館事業講座というふうに見えますけれども、
これも連携事業で行っているということです。そういう意味で、地域のグルー
プと公的機関や一橋大学との関わりの中で行っている新しい事業ということ
で御紹介をさせていただくと良いのかなというふうに考えました。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
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 そういう意味で、しょうがいを持つ人たちと地域というのをつないでいく、
そこに公民館も関わりながらのグループの実践というようところで、こういっ

たテーマにもひもづきながら、まだ始まったところだというようところですけ
れども、御紹介できるのではないかというようなアイデアでございます。 
 固まっているようで、まだまだ全然そういうことではないですので、ぜひ皆
さん方からも御意見いただければというふうに思っています。形式的なことで
あったり、内容的なことでもありますけれども、実現可能性、皆さん方から意
見を出していただいたところからの実現可能性あたりも模索して、こんな提案
というふうにさせていただきましたので、御意見いただければというふうに思
ったところです。 
 

矢野副議長 すいません。ちょっと言い忘れて。一般社団法人眞山舎というところが
受託しているんですけれども、事業としては「リカバリーの学校＠くにたち」
という事業名でありますので、この公民館だよりでも、「ファシリテーター 

リカバリーの学校＠くにたちの皆さん」というふうに書かれています。 
 

生島議長 事業名、活動としては、「リカバリーの学校」という……。 
 

矢野副議長 「くにたち」ですね。 
 

生島議長 「くにたち」という名前になっています。 
 

矢野副議長 よろしいですか。 
 

生島議長 矢野副議長。 
 

矢野副議長 生島議長がおっしゃっていた、もし国分寺市公民館に依頼する場合、大

森委員が御提案いただいたのは、個別の職員名が入っていて、その職員にとい
うことだったのですけれども、役所の場合は組織で仕事していますので、ある
講座を実施する場合、直接の担当者はその企画・発案をした職員だったとして
も、講座として運営していくに当たっては、国分寺市公民館の講座として行っ
ていますので、依頼するとなれば、公民館に依頼して、その方が来るのか、そ
れか公民館長が来るのか分かりませんけれども、国分寺市の公民館の御判断で
来ていただくという形になると思うんです。 
 我々がこの間ヒアリングしたときも、各課の御判断で、館長が来られるとき
もあるし、担当者だけが来られるときもあったかと思うんですけれども、そう
いうようなことになるかなというふうに思います。 
 

生島議長 補足ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。ぜひ皆さん方からも御意見いただければというふうに思
いますが。 
 

谷口委員 よろしいですか。 
 

生島議長 谷口委員、お願いいたします。 
 

谷口委員 この間の講演会の中で何度も国立の公民館の事例が出てきて、改めてこん
なにすごいことを国立の公民館というのはやっているんだというふうに思っ
て、本当に感心して聞いておりました。時間がすごく長くかかって、途中で抜
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けたかったので、すごくいらいらしたんですけれども、出ようかなと思うと国
立の公民館がという声が。またしばらく聞いて、また何かあると国立の公民館

ではしょうがいしゃとという話があって。 
 そういうところで評価されているすごさというのは、私たちが自慢するわけ
ではないけれども、しっかりとした形でこういう場で出していきたいなという
ふうにすごく思いました。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 いかがでしょうか。ほかの御意見。皆さん方。では、寺澤委員、お願いいた
します。 
 

寺澤委員 すごくすてきだなと思ったんですけれども、この短い時間で、しかも１つ
の報告１５分というのは、やっぱりちょっと短いかなという印象で、本当に表
面だけちょっとお話をしてもらって終わりみたいになるのだと、せっかく来て

もらって、時間を取ってもらうのはもったいような気がしました。 
 なので、３つというのはすごくいいんですけれども、どこを選んでも、物す
ごいボリュームはあると思うんです。なので、２つにして、もうちょっとそれ
ぞれのところを深く聞けたほうが、聞いているほうとしても、持って帰るもの
が大きいんじゃないかなというふうに思いました。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 ぜひいろいろな皆さん方の御意見、やっぱり一番悩ましいところであり、私
もパソコンを打ちながら、２０分かなとか、でも、そうすると話ばっかりにな
ってしまうかなとかいろいろ考えていたところでしたので、ぜひ御意見いただ
ければなというふうに思うところです。また、ここで案を考えても、今度、先
方に打診したときにお引き受けいただけるかどうかも分からないので、まだこ
の案の段階ですけれども、いろいろぜひ御意見いただければというふうに思っ

ております。 
 いかがでしょうか。加藤委員、お願いいたします。 
 

加藤委員 今のお話でいくと、１５分なのか２０分なのか３０分なのかというところ
は、後半のグループディスカッションとの兼ね合いでも解決しそうな感じもし
ていまして。例えば、グループディスカッションの形を３つのテーマそれぞれ
でグループをつくってしまって、そこで頭出しの報告を３つにして、具体的の
もっと話したい人はそこのグループにはまっていただいた上で、発表の時間と
いうのでみんなが改めて共有するという形を取るとある程度拾えるかなと感
じたり、組み方によってある程度はまとまるんじゃないかなと思いながらお話
を伺っておりました。 
 そう考えていくと、①から③までというのがそれぞれすごくいいのかなと思

いながら伺っていたんですけれども、テーマはなるべくずれたほうがよいのか
どうかというようなことだったりとか、もし近いとしても、例えば、国分寺と
国立それぞれの公民館だったら、ちょっとテーマや方向性を変えてあったりと
かという形で、なるべくそれぞれのグループで違った方向で話合いができるよ
うな環境をつくっていくと、会としてもすごくよくなるんじゃないかなと、あ
くまでこれを見ただけでしかないなかですけれども、このように思いながら伺
っておりました。 
 その辺りの全体でどう構成するかによって形が変わるかなというところで
す。現状、１１０分あって、プラス事務連絡とかで１２０分とかだと思うので、
質問を例えば３０分ぐらい足してしまって、どこか減らすということもできる
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と思うので、それ次第で形はうまくなるのかなと思っていました。 
 あと、眞山舎の方は個人的に知り合いで。 

 
生島議長 そうですか。 

 
加藤委員 土屋さんも池田さんもお話がすごく面白い方々なので、そういう意味でも

よいのかなと思いながら伺った次第です。 
 以上です。 
 

生島議長 ありがとうございます。非常に心強いというか、御意見だったかと思いま
すし、グループディスカッションの持ち方を考えればいいのではないかという
ことで、非常に建設的な御意見をいただけたかと思います。 
 いろいろな意見をぜひいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。
桒畑委員、お願いいたします。 

 
桒畑委員 今、加藤委員の言ったように、私も賛成でして、３つテーマやったら、デ

ィスカッションは、出席者を強制的に３つに分けていいと思うんです。希望を
取ってもいいですけれども、なるべく平等に。 
 そこで、私はブロック研修会に昨年昭島で行ったのは１回なんですけれども、
おおむね、どうなんでしょう。去年並みの人数なんですかね。その前の資料を
見たりすると、ブロックで５市集まって、いいところ３０人ですかね。そんな
感じ？ 
 

生島議長 どうですかね。事務局、お願いします。見込みですよね。 
 

事務局 去年並みで考えていただいて、３０から４０程度かなと。 
 

桒畑委員 ですよね。４０超えることはなさそうと言ったらちょっと問題があるんで
すけれども、ただ、そのぐらいを意識した場合に、十から十二、三名の３つの
グループになるよというようことを考えて時間配分すれば、３つやるとしたら、
２０分ずつで１時間、休憩を挟んでディスカッションをそれぞれやれば、ここ
は３０分ぐらいを取ればいいかなと。あとは最後のまとめがどういうふうに引
っ張って３つのグループから発表させるかとか、その辺も詰めなきゃいけない
んですけれども、と思いますね。 
 俗によく、大学の先生はどうやっているかって、一般的に我々１分間は原稿
用紙１枚分、４００文字と言われていると思うんですけれども、ということは、
バーッとしゃべっても１５分で原稿１５枚か、１５枚ってどのぐらいの内容で
盛り込めるのかなみたいなことをイメージしながら。当然、もしかしたら絵と
かいろいろなものを使ってやるかもしれませんし。 

 ただ、やっぱり加藤委員がおっしゃったように、非常に３番目は興味ある話
だなと思うんですね。だから、２つに絞ってもいいのか、ここら辺が悩みどこ
ろかなと思います。 
 以上です。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 

寺澤委員 グループディスカッションをするときに、１０人を超えるとやっぱりちょ
っと多い気がします。なので、多くても６人。五、六人というのがいいところ
かなと。 
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桒畑委員 ごめんなさい。口を挟んで申し訳ないです。 

 だから、仮に３０人としたら、１つのテーマを５人ずつでＡ班、Ｂ班に分け
てもいいと思います。そのほうがかえっていいかもしれない。やり方はまた考
える。必ずしも１０にしろというわけじゃないですから。 
 もっと言えば、そのときの人数によって、ばーっと機転を利かさなきゃいけ
ませんけれども、４人ぐらいずつでもいいと思いますし。ただ、そのときに、
うまく発表者を決めてもらわなきゃいけないとかあると思うんですよね。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 ちょっと今錯綜しているかなと思うんですが、一般的に考えられるのが、五、
六人ぐらいで島をつくって、そこで出会った人たちと今までの報告について御
意見、それぞれちょっと話をしながら話題を共有しましょうというようことが
あるかなというふうには思っておりました。 

 ただ、一方で、加藤委員から御提案いただいたのは、場合によって、報告者
の方、３本やって、その中で特に参加者の中でもっとこの話を聞きたいという
人は、それぞれの報告者にひもづく形でグループをつくって、それぞれからも
っと聞いたらどうかというようやり方もあり得るんじゃないかというふうに
受け止めたんですけれども。 
 

加藤委員 そうですね。まさにそういった話だと思いまして、今、桒畑委員がおっし
ゃったみたいな形だとすると、その人に対して２班つくって、この方に頑張っ
てもらって。 
 

生島議長 はしごしてもらう。 
 

加藤委員 その方にはしごしてもらう形でやれるかもしれません。そこら辺は、どち

らかというと手段の形は幾らでもやりようはあるかなと思いながら。 
 

生島議長 分かりました。そういうような形で、今ちょっと交通整理をさせていただ
きましたけれども、なので、グループワークのやりようで。１０人になってし
まうと、かなり多いかなと思うけれども、分割してやっていったらいかがかと
いうようこともあって、テーマ別にグループを分けてもいいんじゃないかとい
うよう御意見もあったかと思います。 
 ほかに、もう少し大きく、柱立てであるとか。では、小菅委員。 
 

小菅委員 新参者ですが。 
 

生島議長 ぜひお願いいたします。 

 
小菅委員 一言お話させていただきます。 

 私の学区域は南側ですので、いつも公民館や図書館の事業とはかけ離れたと
ころにおり、総合体育館ですら子供にとってはあまり身近じゃないんですね。
そこへ昨年度の春から矢川プラスができましたので、町全体の動きや学びのあ
りようなんかが変わってきているところなんです。 
 ただ、富士見台のまちづくりとしてつくられた矢川プラスが今ちょっと迷走
している部分もありまして、事業団さんが子供、未来の事業ということで、御
高齢の方にとっては我々の居場所じゃないんじゃないかというような感覚を
お持ちの方もいて、実際には幼児を抱えた保護者や小学生、特に六小の子たち



 22 

なんかは庭のようにして使っているんですけれども、そして、夜になると中学
生、高校生というような形の層が一番多いと聞いております。実際それを見聞

きしています。 
 ただ、そこから次なるステップとしては、大きな家、大きな庭の居場所とし
て、地域全体を巻き込んだ学びの拠点とするにはどうしたらいいかというとこ
ろで様々な事業展開をしていこうとされているので、現在、この近隣で大きな
箱物をつくるような行政さんはほとんどないと思われるんですが、この令和に
至って１つ新しい未来に向けての拠点をつくった国立としては、矢川プラスを
使わない手はないかなというふうに思いますし、事業団が今悩んでいる赤ちゃ
んから御高齢の方までの居場所にするにはどうしたらいいかという部分につ
いても様々な方から御意見を頂戴すると、非常に矢川プラスとしてもプラスか
なというふうには思うところですが、いかがでしょうか。 
 

生島議長 ありがとうございます。 

 矢川プラスを会場にするということについては、これまでにも議論がありま
して、ぜひ、新しくできた施設なので、他自治体の方々にも見ていただいたら
いいんじゃないか。ただ、稼働率もかなりあるというふうなことなので、果た
して空間が取れるかどうかというようこともあるかと思いますが、考慮の余地
はあるのかなというふうに期待はしていたところではありました。 
 一方で、今の御意見は、さらにもう少し踏み込んで、矢川プラス自体の実践
であるとか悩みどころというのをもう少しいろいろな方々とも共有したりす
るということもいいのではないかというよう御意見として受け止めたんです
けれども。 
 

小菅委員 そうですね。既存の講座はたくさん皆さんお持ちだと思うんですけれども、
これから新たに未来に向かってどういうことが学びの場としていいのか、居場
所としていいのかということを模索しているので、未来に向かっていのいろい

ろなフリーな状態での意見交流が実りあるものになるんじゃないかなとは思
います。 
 

生島議長 ありがとうございます。そういうふうな形で、場合によっては、報告の候
補ということになるかと思いますけれども、御提案いただいたというふうにし
て、加えさせていただきたいと思います。 
 形態的な話だけではなくて、今のような、もう少しこういうのもこのテーマ
に即していいんじゃないか、そもそもテーマ自体も皆さんから御意見いただい
てもいいかなというふうには思うんですけれども。いかがでしょうか。根岸委
員はいかがでしょうか。 
 

根岸委員 まず、構成としてはいいのかなと思います。 

 これは時間の関係で２つにするというのは、やっぱりちょっと寂しいなと思
うので、３つで、先ほどからお話があるように、その中の１つを、参加者を分
けてグループディスカッションするという、その流れはいいのかなと思ってい
ます。ただ、まだ内容については、この１番は絶対やってほしいなと思うんで
すが、あとはまだ今考えています。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 中田委員、ぜひ御意見をお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。 
 

中田委員 グループディスカッションをどう使うのかによって大きく変わってくる
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と思うんです。そこが一番気がかりだったんですが、今出てきたような形であ
れば、こういう企画構成で行けるんじゃないかなと思って聞いていました。 

 内容についてですが、前回、各自持ち寄りといったときに私が例で出したの
は①番だったんですけれども、一昨日の会のときに③のリカバリー教育の話が
出たこともありまして、全体テーマ、キーワードをどうするかということにも
関わっているんですが、①とか②とかいうのは、「つくる」というところにポイ
ントがあったと思うんです。 
 ③番は、キーワードでいうとソーシャルインクルージョン、共生するとなっ
ているので、リカバリー教育でいいんじゃないか。しょうがいしゃと共に生き
るという話は国立公民館が古くからやってきたことであり、同時に、この事業
自体は新しい事業でもある。公民館がやってきた伝統と今これからという素材
としてはいいんじゃないかと。ちょうど一昨日、派手に宣伝してもらったとい
うこともあるんですが。 
 例えば、共生とかソーシャルインクルージョンで言うならば、国立だったら

外国人がそれなりにいますので、外国人との共生も事例としてはあるでしょう
し、また、恐らく、多摩地域でも最近、外国人の散住が増えてきていますので、
そういった点でほかの自治体からも関心を持ってもらえるテーマなのかな。あ
えて入れようというのではないのですが、ソーシャルインクルージョンという
んだったら、しょうがいの問題と外国人との共生の問題はあるかなと思って聞
いていたところです。 
 今、ソーシャルインクルージョンというキーワードを拾ってみました。私は
どれでもいいんですけれども、「誰一人取り残さない」という最近政策でよく
使われるキーワードを聞くと、２２年前のアメリカの法律の名前を思い出しま
す。強く反対はしませんが、うーん、どうだろうと思うことはあります。 
 以上です。 
 

生島議長 ありがとうございます。 

 
中田委員 ごめんなさい。あと一点付け加えさせてください。 

 前期のテーマだった「横断・連携」です。国立はこんなふうにやっています
という意味で、それを意識した形で打ち出すということも私はいいと思うんで
す。ただ、大学との連携と言っていただいてありがたいんですけれども、大学
が組織として加わっていることはほとんどないですね。国際交流センターとい
うよりは、留学生団体ですし、キーステーションも、出発点は授業の参加者で
すけれども、そこからサークルが立ち上がって今は完全に独立していますので、
大学との連携はきっとないと思いました。 
 以上です。 
 

生島議長 ありがとうございます。非常に切実なというか、分かりやすい、でも大切

な御意見を最後に頂戴したなというふうに思っております。 
 矢野副議長、お願いいたします。 
 

矢野副議長 皆さん、御意見いただいてありがとうございます。 
 ３のさきほどお話したリカバリーの学校くにたちですけれども、実際のメイ
ンに報告していただくのは眞山舎の方でよろしいかと思いますが、公民館との
連携事業でもありますので、ぜひ、どんな形でも結構ですけれども、例えばグ
ループディスカッションのほうに参加していただくとか、何らかの形でこの議
論の中で入っていただくと、どういう形で連携しているのかとか、今までの経
緯もありますので、公民館の担当者も含めていただくと、グループに分けると
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きも、公民館職員もいるとより具体的にグループ分けできるのかなと思いまし
た。 

 
生島議長 ありがとうございます。公民館担当者にもグループのほうに入っていただ

いたらいいんじゃないというようなこともおっしゃっていただきました。③番
に人がみんな集まってしまったらどうしようかというふうな懸念もあって、ぜ
ひ皆さん方には様々そういう配慮もお願いすることにもなろうかとも思うん
ですけれども。 
 ある程度皆さん方からの大体の方向というか、合意はいただけたのかなとい
うふうに思っております。具体的なキーワードとかテーマをどうするかという
ようことはこの後また詰めてはいきたいと思いますけれども。よろしいでしょ
うか。大体こういうような感じで、方向、行くというようことでよろしいでし
ょうか。 
 あとは、もしよろしければ、少し先方への打診とか日程を押さえるとかそう

いう実務的なことに進めていかないといけない段階に入っておりますので、こ
こで皆さん方からのある程度合意が取れましたら、ちょっとそういうところに
行って、あとは、申し訳ないんですけれども、事務局と議長、そして副議長の
ほうで引き取らせていただいて、御都合のつけていただける御登壇者で行きた
いと思います。 
 ただ、報告者を３名にするか２名にするかというところは合意をしておいた
ほうがよろしいかなというふうには思うんですけれども、いかがでしょうか。
寺澤委員、お願いいたします。 
 

寺澤委員 時間さえ長くなれば、２つでも３つでも私はどちらでも。こだわりがある
わけじゃない。とにかく、１５分はちょっと短いな思います。 
 

生島議長 分かりました。ありがとうございます。２時間半取れたとしたら、２０分

ずつお話しいただいたとして、ここで１時間ちょっとで、グループ分けプラス
休憩ということで１０分取ったとして、三、四十分ディスカッションの時間が
あるかなというふうな勘定もできるかと思うので、そういう意味では、報告は
少し豊かにして、呼び水があるほうがということで、３本を軸に考えるという
ことでもよろしいでしょうか。積極的な御意見だというふうなことで、内容を
しっかり聞きたいということで。 
 

事務局 すいません。質問です。 
 

生島議長 お願いいたします。 
 

事務局 グループディスカッションの位置づけが把握し切れていない部分がありま

して。今までのほかの研修会ですと、各グループ同じテーマのことについて話
すというところなんですけれども、今のお話ですと、報告が３本あったとして、
その報告に興味があるテーブルに集まって、そこでどういうディスカッション
になるというか、そこに報告者も入ってもらってということ、今聞いていると、
そのような感じなのかなと思うんですけれども。すいません。イメージがつか
み切れていない部分がありまして。 
 

生島議長 矢野副議長、お願いいたします。 
 

矢野副議長 公民館の研究大会では、会場が異なるので当然ですが事前にどの課題別
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集会に参加したいか、第１希望、第２希望を取ります。グループ分けも多いと
ころは、ある程度区分けして少ないところに回ってもらうとか大体人数調整を

事前にしておくという形でやれば、できるかなと思います。 
 

生島議長 加藤委員が御提案いただいた中で、具体的な内容というか、進め方につい
てもイメージをちょっと共有していただく……。 
 

加藤委員 幾つかあるパターンのうちの一番スタンダードな話でいくと、例えば、人
間環境キーステーションのお話を聞いていくとすると、学生が地域の中に入っ
ていくというようなことだとすると、例えば、ほかのエリアでそういったこと
をやるためにはどういうことができるかなというようなことをテーマとして
置いて、その辺りをみんなで話し合っていく。何かそこで疑問が出たりとかし
たときに、人間環境キーステーションの方からアドバイスをもらうだったりと
かというようなことをやっていくということで、多分、お話を聞いて、各グル

ープに分かれて、さらにその方のお話を聞くのではなくて、そこでそれぞれの
テーマを基に議論の土台をつくっておくということをやると、グループのディ
スカッションになるんじゃないかな。そんなイメージでお話ししていました。 
 

生島議長 ありがとうございます。報告を受けて感化されるというか、うちだったら
とか、そういうふうなことでそれぞれの参加者が話題を提供されたりするとい
うようこともあろうかと思いますので、それに関連してということでグループ
内で広げていけばというような、そんなイメージかなと思います。 
 多分、質問もしやすく、人数が少なければ、しやすいのではないかなという
ことで、矢野副議長からお話があったとおり、事前にもっと聞きたいというか、
このグループに入りたいという希望をお聞きしておくというのもいいのでは
ないかなというふうなことで。 
 いかがでしょう。事務局のほうでは。イメージつけていただけましたでしょ

うか。 
 

事務局 はい、大丈夫です。 
 １点懸念としましては、都市社連協から与えられる予算が５万４,０００円
というところがありますので、講師の方が増えていきますと、例えば、国立市
の公民館の職員とかは必要ないですけれども、外部の方が増えてくれば、足り
てくるのかなという懸念がありますが、そこはちょっと調整の中で、調整とい
うか、今後検討していく中で厳しいよということでしたら、またお話しさせて
いただければと思います。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 いろいろな意味で報告者の実現可能性というのがまだ揺らいでいるところ

でもありますので、こういうアイデアでということで、一応、こんな方向でと
いうことで、皆さんから御意見いただいたことを受けて進めさせていただきま
す。よろしいでしょうか。 
 

 
生島議長 加藤委員、お願いいたします。 

 
加藤委員 日程はいつ決まるものなのか。それも、その点が。 

 
生島議長 そうですね。 
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加藤委員 お願いもできるかどうか。 

 
生島議長 ありがとうございます。事務局、どうしましょう。この件に関して。 

 
事務局 日程としましては、逆に講師の方の、１０月か１１月というところは固まっ

てはいるんですけれども、ブロック研修会、これまでの実績を考えますと、土
曜日の午後というところには置かなきゃいけないのかなと思っております。土
曜日の午後、１０月、１１月、大体８週から９週ある中で、あとは講師の方、
やってくれる方の都合と、あと場所の確保というところが、あと皆さんの予定
も含めてなんですけれども、そこは合致してくるところに置かせていただけた
らなと思っております。 
 

生島議長 ありがとうございます。そうすると、早く、それ次第で私たちも参加でき

るかどうかというところに関わるかと思いますので、これに関しては、どうで
しょう。例えば、会場のこととか、事務局側でも実現できそうな日というのを
ピックアップしていただいて、幾つかちょっと、この辺になりそうだという二、
三回、二、三週分ぐらいでも先に共有しておけば、せめてそのぐらいまで絞れ
ていると皆さん動きやすいかなとも思いますので、その後、早急に調整してみ
ませんか。 
 

事務局 分かりました。あとは、委員の皆さんが、いろいろ幹事市になると役割があ
りますので、なるべく、１０人いらっしゃったら７人は確保したいかなという
のはございますので、その辺りも、近いうちに日程を皆さんのも確認させて…
…。それこそ来月にでも確認させていただければ。 
 

生島議長 もっと早いほうがいいんじゃないですか、きっと。メールで例えば事前に、

この日はちょっとどうしても駄目ですというのを先に何かお伝えしてしまう
とか、その辺を含めて。どうでしょう。先に早い段階で候補のことを事務局の
ほうから出していただいて、皆さんに少し早めに集めていただいて、候補日を
少し細くしたものをむしろ早めに共有していただくというふうにしてはいか
がでしょうか。 
 

桒畑委員 もう一つ、皆さんの都合を聞く前に、今、土曜日ということが出ましたけ
れども、じゃあ、最低７人は何時から何時までを、そこを押さえておかないと。
去年、昭島に行ったときは、１時とか１時半から始まると思うんですけれども。
通常は。幹事市ということで、１時間前には来なきゃいけないとかというなら
ば、１２時から来られるようにしなさいということになると思いますし、最低
でも５時までできるとか、そこを合わせて。時間的なもの。 

 
事務局 １２時～５時でお願いできたらなと思います。例えば、そのうち１人、２人

はぎりぎりでも、始まる直前でもいいとかというのはあるかと思いますけれど
も。 
 

桒畑委員 去年の昭島の状況を見ると、いろいろ考えている中で、グループワークみ
たいなのもあったけれども、昭島の人たちというのはかなり控えていて、足り
ないところには入っていこうみたいな、そんなイメージで、サクラと言ったら
おかしいですが、運営しているようにも思えたんです。だから、取りあえず、
私は全部今のところ大丈夫ですけれども、ただ、１１月２３というのは、勤労
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感謝の日というのは何かあるのかなみたいな。 
 

生島議長 そうですね。連休にもなりますよね。 
 

桒畑委員 連休というか祝日というか、よく分からないですけれども。 
 

谷口委員 １０月１９日は運動会が入りますよね。小学校。七小は運動会です。六小
とかは大丈夫なんですか。 
 

小菅委員 学校によって違いますので。そこは。 
 

谷口委員 そうですか。 
 

小菅委員 あと、会場が取れないとどうしようもないので、会場は幾つか仮押さえし

ておいていただいて、それで皆さんに……。 
 

桒畑委員 ですから、前にも出ましたけれども、最悪、隣の第１・第２会議室という
こともあるようですが、あと国立でやれる場所というのは、矢川プラスだとか
芸小ホールとか限られてくると思うんですよね。今から空いているのというだ
けでも結構大変だと思う。 
 

生島議長 分かりました。どこから手をつけていくかというふうな感じになりますけ
れども。ただ、次回の会議まで日程を宙ぶらりんにしておくということは難し
いかなというふうに思いますので、できるだけ早めに動けるよう、固めていけ
るように、または、候補日として数を少なくしていけるようにということで、
事務局とも調整しながら進めていきたいと思います。 
 皆さん方にも、場合によっては、そういう意味でメール等でやり取りがある

かと思いますけれども、社会教育委員の方々に多く関わっていただいて、運営
に御協力いただかないと動かない会ですので、ぜひよろしくお願いいたします。
そういう意味で調整を早めたいということです。よろしいでしょうか。この件。
ありがとうございます。 
 そうしましたら、次第３の研修会につきましては、この辺にしたいと思いま
す。御議論いただきましてありがとうございました。 
 続きまして、次第４、事務局からの連絡事項に入ります。事務局からお願い
いたします。 
 

事務局 事務局から３点ありまして、まず一点目が、都市社連協の総会について報告
でございます。先日の土曜日に開催されました東京都市町村社会教育連絡協議
会の定期総会ですが、当日は５名の委員の方に御参加いただきました。生島議

長と矢野副議長と桒畑委員、谷口委員、中田委員の５名の方に参加いただいて
おります。 
 主な内容といたしましては、欠席された方は机上に資料を配付させていただ
いているかと思いますが、定期総会議案書の次第に沿って議事が進められてま
いりました。最初に会長の御挨拶、来賓として調布市教育委員会教育長より御
挨拶をいただきました。 
 その後、議事が進められまして、議事内容は全て承認の運びとなりました。
議事内容につきましては、配付させていただいた議案書の資料の中にございま
すので、御確認いただければと思います。 
 定期総会の後は、研修会として、明治大学文学部教授の小林繁氏に御講演い
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ただきました。こちらテーマが「共に学び合う社会教育の実現に向けて 社会
教育行政に求められる障害を持つ人への生涯学習支援」ということで御講演い

ただきました。 
 事務局からの定期総会の報告は以上ですが、御参加された委員の方々にも一
言ずつ感想をお願いできればと思います。 
 

生島議長 ありがとうございます。もう既にいろいろ話題にも上がっているわけです
けれども、簡単に少し御感想などいただければと思います。桒畑委員からお願
いできますでしょうか。 
 

桒畑委員 恐らくダブると思うんですが、何回も国立を宣伝してもらったということ
と、この定期総会の中で、輪番制で何年後かには国立市にも幹事市がやってく
るなということが分かったんですけれども。あと、ブロック研修会の幹事とい
うのも、国立が終わった後、ちょっと意識したら、国分寺市って何年後に来る

のかなと。そういう意味では――分からないですよ。大分先ならいいんですけ
れども、５年に１遍、６年に１遍回っているでしょうから、国分寺市のことを
挙げていいのかなとずっと頭の中にめぐってもいたということです。 
 ちょっと簡単に、感想じゃなくなりましたけれども、以上です。 
 

生島議長 ありがとうございます。谷口委員、お願いします。 
 

谷口委員 私はとにかく時間配分が、何であそこで５０分も休憩を取らなきゃいけな
かったかというので、これはちょっと耐えられない時間だなというふうに思っ
ていました。どうしてああいうふうになるんですかね。 
 

桒畑委員 講師が時間どおりにしか来なかった。 
 

生島議長 いらっしゃらない……。 
 

谷口委員 もともと、でも、時間はそこまで、総会にその時間は取っていたわけです
よね。２時間。 
 

生島議長 そうですね。 
 

谷口委員 総会って２時間もないですよね。普通。だから、何であそこで、あんなに
５０分も空き時間ができるような構成をするのか、それは非常に疑問でした。
だから、もうちょっと考えていただきたかったと思いました。 
 

生島議長 ありがとうございます。 

 
桒畑委員 去年は結構揉めた。今回は異例なぐらい早かったです。 

 
谷口委員 やっぱりそうですよね。私、多分この議事の中でもめることがあって、そ

れを想定してこの時間を取っているんだろうけれども、今回、全部どんどん承
認されたので、何の問題もなかった。やっぱりそうだった。 
 

生島議長 そうですね。経緯がお分かりにならないかと思うんですが、実は、１時か
ら始まって、いろいろ式典的なものをあり、その後、総会もあって、目安とし
ては、総会を２時半か２時半過ぎぐらいまでやって、その後、３時から講演と
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いうよう予定だったんだと思うんですが、総会がすごく早巻きで終わってしま
って、２時過ぎには終わってしまったんですね。じゃあ講演を早く前倒しです

ればいいじゃないかというふうに考えるところなんですけれども、講師の方に
３時からというようなことで依頼していたようで、講師が到着されていないの
で早回しはできないから、皆さん待機をというようことが起こっておりまして、
今みたいな谷口委員がお話があった、そういうことになっていたということで
す。そういう意味で組立てにちょっと課題があるんじゃないか。 
 

谷口委員 多分、いつもは総会がきっともめているんだろうなと、どこかで時間が足
りなくなって困ったこともあったんだろう、だからこうなっているのかなとい
うふうに後になって思ったんですけれども、そのときには早くやってもらいた
いという。 
 

桒畑委員 ですから、いずれ国立もそういう当番のときが来るから、そういうのも考

慮して、講師を呼ぶときは、事前にもというふうに、総会が長引いたらば、そ
こをちゃんと応援する人を用意したりとか、そういうことの勉強になる。 
 

谷口委員 そうですか。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 では、中田委員、お願いいたします。 
 

中田委員 研修会の講師の先生は、きっと大学でもこんなふうにしゃべっているんだ
ろうなと思って聞いていました。 
 以上です。 
 

生島議長 ありがとうございます。 

 では、矢野副議長、お願いいたします。 
 

矢野副議長 総会の予算とか決算を見ますと、びっくりするほど健全財政なんですね。
質問の方もおっしゃっていましたけれども、来年度以降、ブロック活動費をも
っと手厚くしてもいいんじゃないかとは思いました。 
 以上です。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 私も参加をさせていただいていて、この間、少し議論の中でも話題にありま
したけれども、講師の先生のお話がしょうがいしゃの生涯学習の機会をいかに
つくるか、社会教育行政の在り方というようなところで、テーマでありました。 
 様々、法律であるとか学習機会の必要性というようなことも論を展開されな

がら、じゃあ具体的にどういうふうにできるのかとなったときに、国立の公民
館というのが既にそういう実践されていて、やっぱりああいう形というのがい
いんじゃないかということで、要所要所で、かなり国立公民館というのが触れ
られていたというようことがございます。 
 非常にそのときには身が引き締まる思いというか、国立市として出ているの
で、そういうところもありますし、さらにまた、こういったことについて改め
て社会教育委員としても注目しつつ、また、今、この間にもお話がありました
とおり、研修などでも発信がされていくということも必要かなというふうに思
いました。 
 実は前回、桒畑委員からお話があった輪番制ですので、この研修の企画とい
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うのは、今回はやるわけですけれども、その前にやったときですよね。このと
きが国立の公民館のしょうがいしゃの生涯学習のことについて、それこそ公民

館の井口さん、職員の方々に御登壇いただいたり、前面に出して御紹介いただ
いたということがありますけれども、今回は、さらにそういうのをまさに地域
に埋め込んで考えていくというようところで行けるんじゃないかなというふ
うに思っております。 
 このような形で共有させていただきました。事務局にお戻しいたします。 
 

事務局 連絡事項の２点目です。資料６を御覧ください。こちらは次回以降のスケジ
ュール案についてお示しさせていただいたものです。前回もお配りしているん
ですが、変更点をお伝えします。 
 第１４回定例会の令和６年６月２６日。字体が斜めになっているところです。
もう一点が、第２０回定例会で、令和６年１２月１６日ということで、こちら
が議長と会議室の関係からこちらの日程を変更させていただいたところでご

ざいます。 
 問題なければ、こちらの日程案で確定させていただければと考えております。 
 

生島議長 すみません。私の本務校の会議の都合もありまして、変更させていただい
たんです。皆さん方、御都合よろしいでしょうか。いかがでしょうか。申し訳
ありませんけれども、ぜひよろしくお願いいたします。 
 

事務局 最後ですが、次回の日程と場所についてお伝えいたします。次回が５月
２９日の水曜日午後７時からで、場所はこちらではなく、いつもの第１・第２会
議室でお願いしたいと思います。 
 以上になります。 
 

生島議長 ありがとうございました。 

 そのほか御質問などありますでしょうか。事務局からお願いいたします。 
 

事務局 先ほど保留になっていました中間評価のところで、もう一度、皆様御意見あ
るかというところの確認をお願いいたします。 
 

生島議長 すみません。失礼いたしました。中間評価に関して何か御意見がありまし
たら、会議の最後にというようことでしておりましたけれども、皆さん方、い
かがでしょうか。何かありますでしょうか。よろしいですか。よろしそうです。 
 

事務局 そうしましたら、矢野委員の御意見を会としての御意見と受け止めさせてい
ただいて、次回、これを受けまして事務局のほうで中間評価の記載を次回まで
に考えてまいりますので、次回、もう一度見ていただければと思っております。 

 
生島議長 よろしくお願いいたします。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 
 なければ、本日予定しておりました案件は以上になります。次回の会議、５月
２９日の水曜日午後７時から第１・第２会議室で開催いたします。 
 これをもちまして、本日の会議を終了いたします。皆さん、お疲れさまでご
ざいました。 

 
―― 了 ―― 


